
令和４年６月10日発行（1） 事業者の皆様、商工会議所にご加入され、共に地域の明日を拓きましょう！

「利用者急増中！　社内研修や自己啓発に…当所の無料会員サービス「WEBセミナー」をぜひご覧ください。」

JUNE
2022  vol.603

6
　
山
口
会
頭
は
、
冒
頭
で
「
皆

様
に
は
ご
多
忙
の
中
、
ご
参
集

い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
日
の
総
会
は
、
新
形
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
対
策

の
観
点
か
ら
、
昨
年
同
様
に
来

賓
の
招
待
を
取
り
止
め
て
の

開
催
と
し
た
こ
と
に
ご
理
解

願
い
た
い
。
ま
ず
、
三
月
十
六

日
深
夜
に
発
生
し
た
令
和
四

年
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る

地
震
で
被
害
に
遭
わ
れ
た
会

員
事
業
所
の
皆
様
に
は
、
改
め

て
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
。
当

商
工
会
議
所
で
は
今
後
、
希
望

ご
入
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

新
会
員
紹
介

新
会
員
紹
介

（
令
和
四
年
五
月
十
三
日
開
催
、第
四
六
九
回
常
議
員
会
承
認
）
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～事業主の皆さんへ～労働保険の年度更新等のお知らせ 
令和４年度労働保険の年度更新手続き(労働保険料の申告･納付)期間は 

６月１日(水)～7月11日(月)です。
お忘れなく、お早めに申告をしてください。  

●期日までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準監督署、福島労働局において、
　手続きをされますようお願いいたします。 
●年度更新は電子申請を、労働保険料等の納付は口座振替をご利用ください。 

※労働保険料の申告・納付に関する事項については、福島労働局・労働基準監督署・
　公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせください。 

令
和
三
年
度
事
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報
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〇
六
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議
員
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会
ひ
ら
く

　
当
商
工
会
議
所
の
令
和
三
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算
を
審
議
す
る
第
一
○
六
回

通
常
議
員
総
会
は
、
五
月
二
十
五
日
、
二
本
松
御
苑
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
総
会
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
鑑
み
、
出
席
者
数
を
制
限
し
て
開
催
さ
れ
、
事

業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
、
剰
余
金
の
処
分
の
三
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原

案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
た
。

さ
れ
る
方
を
対
象
に
グ
ル
ー

プ
補
助
金
申
請
に
か
か
る
相

談
・
支
援
を
行
っ
て
い
く
。
次

に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
に
よ
り
、
安
全

保
障
が
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て

顕
在
化
し
、
国
会
に
お
い
て
「
経

済
安
全
保
障
推
進
法
」
が
決
議
・

成
立
し
た
。
今
後
、
国
民
生
活
や

経
済
活
動
が
普
遍
的
に
継
続
で
き

る
運
用
の
在
り
方
が
注
視
さ
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
さ
て
、
春
の
市
内
の

誘
客
状
況
だ
が
、「
に
ほ
ん
ま
つ

城
報
館
」
が
オ
ー
プ
ン
し
、
一
ヶ

月
間
で
約
一
万
二
千
人
の
来
館
数

▲

総
会
冒
頭
、挨
拶
す
る
山
口
会
頭

が
あ
り
、
観
光
立
市
二
本
松
の
観

光
情
報
発
信
拠
点
施
設
と
し
て
、

そ
の
役
割
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ

る
と
こ
ろ
だ
。
依
然
と
し
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染

状
況
が
続
い
て
い
る
が
、
県
内
全

域
に
出
さ
れ
て
い
た
「
感
染
拡
大

防
止
重
点
対
策
」
が
一
応
解
除
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、
延
期
さ
れ
て

い
た
三
業
組
合
が
「
呑
ん
で
食
べ

て
！
二
本
松
二
〇
二
二
」、
当
商

工
会
議
所
が
「
二
本
松
酒
ま
つ

り
」
を
開
催
す
る
。
新
型
コ
ロ
ナ

の
感
染
状
況
も
気
に
な
る
と
こ
ろ

だ
が
、
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
が
安

全
に
開
催
さ
れ
、
多
く
の
方
に
喜

ん
で
い
た
だ
き
、
冷
え
込
ん
で
い

る
飲
食
店
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

こ
と
を
強
く
望
む
。
こ
の
度
、
佐

藤
元
副
会
頭
を
は
じ
め
、
商
工
業

発
展
の
た
め
長
年
に
わ
た
り
ご
尽

力
さ
れ
た
ご
功
績
を
讃
え
ら
れ
表

彰
さ
れ
た
方
々
の
、
今
後
益
々
の

ご
隆
盛
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
引
き
続
き
ご
尽
力
い
た

だ
き
た
い
。
議
員
の
皆
様
に
は
審

議
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た

い
。」
と
挨
拶
し
た
。

　
つ
づ
い
て
、
事
業
報
告
お
よ
び

収
支
決
算
、
剰
余
金
の
処
分
に
つ

い
て
審
議
し
、
原
案
通
り
可
決
承

認
さ
れ
た
。



令和４年６月10日発行 （2）

｢事業復活支援金｣申請期限の延長等について

｢事業復活支援金｣の申請期限が
２０２２年６月１７日(金)まで延長にされました｡

問合せ先
事業復活支援金事務局 相談窓口  【申請者専用】ＴＥＬ：0120-789-140
(受付時間 ８:３０～１９:００、土日･祝日を含む全日対応) 

　申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに
必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受け
た上で、申請してください。

※申請前に必要な｢登録確認機関による事前確認｣の実施は､
　６月１４日(火)までです。
　なお、申請に必要な申請ＩＤの発行は、５月３１日(火)で
　終了しました。

　二本松市自衛隊協力会では、随時、会員を募集して
おります !!
　本会は、自衛隊に対する理解と関心を深めていただ
くため、自衛隊と市民の相互連絡を密にして相互理解
と親睦を図ることを目的に活動しています。
　是非、趣旨をご理解いただき、
私たちと一緒に活動しません
か？
　ご入会をお願いいたします !!

　
県
の
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
各
種
功
労
者
知
事
表
彰
式
は
、

五
月
十
八
日
、
福
島
市
杉
妻
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
当
商
工
会

議
所
運
営
に
対
す
る
功
績
が
認
め
ら
れ
、
栄
誉
の
受
賞
と
な
っ
た
安

齋
文
彦
副
会
頭
が
出
席
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
の
た
め
、
表
彰
式
は
二
部

に
分
け
て
実
施
さ
れ
、
内
堀
雅
雄
知
事
が
一
人
一
人
に
表
彰
状
を
手

渡
し
た
。

　
安
齋
副
会
頭
は
、
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
七
月
四
日
当
商
工

会
議
所
議
員
に
就
任
し
た
後
、
同
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
常
議
員
に

就
任
。
さ
ら
に
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
十
一
月
か
ら
は
副
会
頭
に

就
任
し
、
十
六
年
余
の
長
き
に
わ
た
り
、
会
頭
の
補
佐
役
と
し
て
会

議
所
の
円
滑
な
運
営
と
組
織
の
充
実
、
商
工
業
者
の
指
導
育
成
と
関

係
団
体
の
発
展
に
努
め
、
商
工
業
振
興
に
寄
与
し
た
功
績
に
よ
り
、

こ
の
度
、
商
工
功
労
者
と
し
て
受
賞
さ
れ
た
。

　
二
本
松
市
自
衛
隊
協
力
会

（
太
田
英
晴
会
長
）
は
五
月

十
五
日
、
安
達
太
良
連
盟
主
催

に
よ
る
「
第
六
十
八
回
安
達
太

良
山
山
開
き
」
に
伴
い
、
登
山

者
の
安
全
を
図
る
た
め
の
通
信

連
絡
等
後
方
活
動
の
協
力
支
援

に
あ
た
る
陸
上
自
衛
隊
福
島
駐

屯
地
支
援
隊
に
対
し
、
激
励
を

行
っ
た
。

　
太
田
会
長
及
び
渡
邉
文
保
常

任
理
事
が
安
達
太
良
奥
岳
登
山

口
（
あ
だ
た
ら
高
原
ス
キ
ー
場
）

を
訪
れ
、
激
励
品
と
し
て
栄
養

ド
リ
ン
ク
を
贈
呈
し
た
。
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賞
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彰

各
種
功
労
者
知
事
表
彰

▶内堀県知事より表彰を受ける安齋副会頭

２０２２年６月１日（水）～８月３１日（水） まつしん 2022ライフプランニング応援キャンペーン
資産形成プラン ◉生命保険　　◉個人年金保険　　◉投資信託

定期預金プラン 20万円以上1,000万円未満をご新規または20万円以上
増額で、1年以上（自動継続）金利 ： 店頭表示金利

補償・保障充実プラン ◉傷害保険　　◉医療保険　　　　◉定期保険

●〈資産形成プラン〉または〈補償・保障充実プラン〉ご成約の方先着150名様
　に“キッチンランドリーセット”プレゼント！
●生命保険と個人年金は相談いただいた方先着150名様に、“キッチンランド
　リーセット”プレゼント！
　※投資信託は一時払10万円以上、定時定額（積立型）月々１万円以上の申
　　込の方が対象です。
●〈定期預金プラン〉ご成約の方先着500名様に、“食器用洗剤”プレゼント！

期 間

詳しくは各営業店窓口・融資渉外担当者までお問い合わせください。【二本松信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第４６号】
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◀
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励
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を
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す
太
田
会
長(

右)

厚生労働省福島労働局 中小・小規模事業者等
働き方改革推進支援事業 福島働き方改革推進支援センター

（後援：二本松商工会議所 労務対策委員会）
社会保険労務士が無料でご相談に応じます !!

年休５日付与義務、育児休業、産後パパ育休（出生時育児休業）につ
いて周知はされていますか？
令和５年４月からは中小企業においても月６０時間を

超える時間外労働について５０％以上の割増賃金の支
払義務化が施行されます。

就業規則の作成·見直し、助成金の活用、その
他労務管理等の相談や事業所を訪問する無料の専門
家派遣も行っていますので、お気軽にご相談ください。
二本松商工会議所　TEL 0243–23–3211　FAX 0243–23–6677

労務対策等なんでも相談会を、
令和４年６月３日～令和５年３月３日まで

毎月第１金曜日に行います。
場所　二本松商工会議所（１階 記帳指導室）
時間　午後１時～５時まで（事前予約制）

※申込締切は相談日の４日前まで



令和４年６月10日発行（3）

二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金

二本松市 産業部 商工課 企業誘致係問合せ先

 空き店舗の定義
・市内にある過去に店舗、住宅、事務所、倉庫であった建物で１箇月以上利用され
　ていないもの（集合住宅及び大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く。）
・建物または駐車場が道路に面していること。
※集合住宅とは…アパート、マンション等の住宅用賃貸物件です。

（同一の不動産会社等に管理された複数の戸建賃貸物件を含みます。）
 創業者の定義
市の住民基本台帳に記録されている者（当該年度内に市外から転入する予定の者
を含む。）で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの又は市内に主たる事業所を
有する法人（当該年度内に市内に法人の本店の住所を登記する予定の者を含む。）
・事業を営んでいない個人の内、年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有
  する者
・事業を営んでいない個人の内、新たに会社を設立し、申請年度内に新たに事業を
  開始する具体的な計画を有する者
※会社の代表者が別の会社を経営し事業を行っている者は対象外となります。
 補助対象経費
①店舗等改修費　【注意】市内業者を利用する改修または備品購入に限ります。
・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事等
・建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入（商品陳列棚、店舗看板等
  で建物に固定されるもの等）
②店舗等賃借料
・賃借店舗等の月額家賃（敷金、礼金等の諸経費を除く。）
・空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、店舗等及び住宅
  の面積に応じて賃借料を按分して算出します。
 補助額等　「補助対象経費」の２分の３以内の額（１，０００円未満切捨）
｢店舗等改修費｣ …交付決定日から営業開始日まで（上限額は２００万円)
｢店舗等賃借料｣ …営業開始日の属する月の翌月から６月間（上限額は１０万円/月)
※予算の範囲内での補助となりますので、お早めに申請ください。

　二本松市では、新たに事業を営もうとする者が市内の空き店舗等で創業する際
の改修費及び賃借料等に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

※詳細等は二本松市ホームページをご確認下さい。

ＴＥＬ：５５－５１２１

事業所等人材育成補助金

二本松市 産業部 商工課 商工振興係問合せ先

 対象となる研修
令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに行われる事業所等が自ら企画し、
講師等を依頼して開催する研修
※補助対象外
　職務管理上必要な研修及び職務上必要な免許の取得、更新を目的とする研修

 交付対象者等
次のすべてに該当する事業所等が対象となります。
１．市内に事務所または事業所を有していること（大企業を含む、事業を営む者
　　または団体すべて）
２．市の住民基本台帳に記録されている個人。又は、市内に本店の住所の登記が
　　ある法人。
３．市内で事業を１年以上営んでいること
４．市税を完納していること
５．補助対象事業について、他の補助制度により補助金等の交付を受けていない
　　こと
※受講対象者は、市内事業所に勤務する従業員又は職員とし、採用予定者および
　インターンシップ制度の利用者を含みます。

 交付額
｢研修に要する経費｣ の２分の１以内の額（上限額は２０万円、１，０００円未満
切捨）（講師の依頼等にかかる経費・会場等の借上げにかかる経費・テキスト代・
旅費）
※同一の事業所が補助対象とできるのは申請年度内１研修とする。
※複数の事業者が合同で研修を行う場合は補助上限額５０万円とする。

 その他
※補助金交付決定の手続きは、申請のあった順に行います。
※予算の範囲内での補助となりますので、お早めに申請ください。

　二本松市では、市内事業所等における優秀な人材の育成・確保を推進し、従業
員の資質の向上、能力開発、技術力向上等を図るため、研修の開催に要する経費
の一部を補助します。

※詳細等は二本松市ホームページをご確認下さい。

ＴＥＬ：５５－５１２０

二本松市繁盛店づくり支援事業補助金

二本松市 産業部 商工課 商工振興係問合せ先二本松市 産業部 商工課 商工振興係問合せ先

　二本松市では、魅力ある店舗づくりに取り組む市内の中小企業者等が行う「新
商品開発事業」、「販路開拓事業」、「経営改善事業」、「集客力向上事業」に対し、
その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
 対象者
中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者で次のいずれかに該当する方。
　・市内に主たる事業所を有する法人
　・市内に主たる事業所を有し、市の住民基本台帳に記録されている方
　・上記を主たる構成員とする任意団体等
※二本松市暴力団排除条例（平成２４年二本松市条例第１７号）第２条第１項
　第１号から第５号までの規定に該当していないこと。
　関係法令に違反していないこと。市税を完納していること。
　｢補助対象経費｣ について他の補助等を受けていないこと。
※次の店舗は対象外となります。
　・大規模小売店舗、道の駅の敷地内にある店舗。
　・中小小売商業振興法第４条第５項に定める連鎖化事業に該当するもの。
　・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２
　　号。以下 ｢風営法｣）第２条第１項第１号から第５号の営業で、床面積の合計が
　　１００㎡を超える店舗。
　・風営法第２条第５項に掲げる性風俗関連特殊営業を営む店舗。
　・フランチャイズチェーン店その他これに類するもの。
※次の店舗は対象外となります。
　直前３カ年度以内に同一の補助対象事業の補助金交付を受けた事業
 対象事業等
新商品開発事業、販路開拓事業、経営改善事業、集客力向上事業

 補助額等
｢補助対象経費｣ の２分の１以内の額(上限額は３０万円、１，０００円未満切捨)

 募集期間
令和４年１２月２８日(水)まで(土日祝日を除く）
※予算額に達した場合、募集をその時点で終了しますので、お早めに申請下さい。

※詳細等は二本松市ホームページをご確認下さい。

ＴＥＬ：５５－５１２０ＴＥＬ：５５－５１２０

※詳細等は二本松市ホームページをご確認下さい。

新ビジネス展開促進事業ステップアップ補助金
　二本松市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により落ち込んだ市内
経済の早期回復を図るため、新たなビジネスの展開に取り組むための費用に対し、
その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している、市内の中小企業
者等で、市内に事業所を有し、市の住民基本台帳に記録されている個人および市
内に本店の住所の登記がある法人が対象となります。
※現在の売上高等が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける前と比較し
　て減少していること。（個人にあっては、補助金の交付を申請する日の属する
　年の前年の売上高等が令和元年分と比して減少していること。法人にあっては、
　補助金の交付を申請する日の直近の決算書における売上高等が令和２年２月以
　前の直近の決算書と比して減少していること。）
　二本松市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までの規定に該当していないこと。
　市税の滞納がないこと。
　関係法令に違反していないこと。
　対象となる補助対象経費について、他補助制度により補助金等の交付を受けて
　いない、または受ける見込みがないこと。
 対象事業等
自社または自身の売上を向上させることを目的に、新たなビジネスの展開に資す
る、新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換等、本格的に事業再構築するた
めに必要な取組みとして行う事業
※次の要件に該当する場合は対象外となります。
　風営法第２条第１項第１号から第５号の営業で、床面積の合計が１００㎡を超
　えるもの。
　風営法第２条第５項に掲げる性風俗関連特殊営業を営むもの。
　農業分野に関するもの。
 補助額等
｢補助対象経費｣ の４分の３以内の額(上限額は１５０万円、１，０００円未満切捨)
 募集期間　
令和４年１０月３１日(月)まで(土日祝日を除く)
※予算額に達した場合、その時点で募集を終了しますので、お早めに申請下さい。



「利用者急増中！　社内研修や自己啓発に…当所の無料会員サービス「WEBセミナー」をぜひご覧ください。」

令和４年６月10日発行 （4）‒商工会議所は、企業・事業者の経営支援と地域の振興に努めています。‒

あなたの「どうすればいいの？」 にお応えします!!

二本松商工会議所　中小企業相談所申込・問合せ先

出張‼お困りごと個別相談会　【７・８月開催】
　二本松商工会議所では、商工業を営んでいる方の経営に関するお困りごと…例
えば各種制度資金や税務、経理、法律、新技術・新商品開発、販路開拓、創業な
どのお手伝いをしております。
　今年度も、旧市内各地区で二本松商工会議所の職員が皆様のお困りごとやお悩
みごとについて相談をお受けする『出張!!お困りごと個別相談会』を開催いたしま
す。各地区への出張日時と会場は下記の通りです。
　住所地に関わらず、都合の良い日時・会場にお気軽にご来場下さい‼

※日程・会場につきましては変更になる場合があります。
　変更の際は、その都度ご連絡をさせて頂きますので、宜しくお願いします。
※岳下、岳温泉、杉田、石井、大平地区の開催は９～１０月の予定です。
　出張日時と会場が決定しましたら、改めてご案内いたします。
※ご相談頂いた内容については、秘密を厳守します。ご安心下さい‼

開催日時 出張地区 出張会場

令和４年７月　５日㈫ 10:00～15:00 若宮・松岡 若宮・松岡
コミュニティセンター

　　　　　　１２日㈫ 10:00～15:00 本　町 二本松商工会議所

　　　　　　１９日㈫ 10:00～15:00 亀　谷 二本松福祉センター

　　　　８月　２日㈫ 10:00～15:00 竹田・根崎 竹田・根崎
コミュニティセンター

　　　　　　１４日㈫ 10:00～15:00 郭　内 勤労者研修センター

　　　　　　２３日㈫ 10:00～15:00 塩　沢 塩沢住民センター

　個人事業主の方を対象に、源泉所得税の個別相談会(無料)を下記の日程
により開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染症防止のため事前予約制となります。
※本相談会以外の個別相談は有料となりますのでご注意下さい。

■相談日時　　７月４日（月）
　　　　　9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 15:30
　　　　　　　  ※各相談３０分単位

■相談会場　　二本松商工会議所

■相談対応　　当商工会議所職員、東北税理士会二本松支部税理士

■相談申込　　二本松商工会議所まで電話・ＦＡＸでお申込み下さい。
　　　　　　　  事業所名、担当者名、連絡先、希望時間等をお知らせ下さい。
                    　※希望時間は先着優先とし、重複した場合は調整の為の連絡をし
                       ますので、よろしくお願いいたします。

【個人事業主対象】源泉所得税個別相談会を開催します!!

二本松商工会議所　中小企業相談所　二本松青色申告会
申込・問合せ先

★注意事項★
源泉所得税(１～６月)の納付期限は７月１１日（月）です｡

ご準備いただくもの

□源泉徴収簿（６月まで記入）
□扶養控除申告書
□納付書
□筆記用具、電卓など

福島県よろず支援拠点二本松サテライト

(公財)福島県産業振興センター福島県よろず支援拠点  郡山事務所
TEL:024-954-4161　FAX:024-954-4161　
E-mail：yorozu@f-open.or.jp　

申込・問合せ先

無料経営相談会　【６～８月開催】
　無料経営相談会を毎月最終火曜日（※７月は除く）に開催します。
　中小企業・小規模事業者の皆様、ビジネスのお悩みなんでもご相談ください。
…例えば、売上が落ちてきている、創業・開業したい、補助金申請のアドバイス、
資金繰りに悩んでいる、商品の開発や改善をしたい、ＳＮＳを活用するには？
事業計画をつくりたい、事業引継ぎ・承継の相談、業務や現場の改善をしたい、
ＨＡＣＣＰについて教えて、など。
　商工会議所、商工会会員以外の方もお気軽にご相談ください！
　よろず支援拠点とは、中小企業・小規模事業者の皆さまが経営上の悩みや課
題の大小を問わず、何度でも無料で相談できる、国が全国に設置した中小企業
の経営者を「一人にしない」相談所です。

※事前予約制となりますので、相談希望日の３日前までにお申込みください。
（申込書は商工会議所に備え付けておりますので、ご相談ください。）
※実施時間については、１時間単位となります。
※９月以降の予定については、改めてご案内します。

開催日時 (※最終受付 15:00) 開催場所
令和４年　６月２８日㈫ 10:00～16:00 二本松商工会議所

　　　　　７月２８日㈭ 10:00～16:00 あだたら商工会

　　　　　８月３０日㈫ 10:00～16:00 二本松商工会議所

二本松商工会議所問合せ先

【二本松の地酒を一度に味わうことが出来る至極の１日】

「二本松酒まつり２０２２」を開催します!!
　当市が誇る４蔵元（奥の松・大七・人気一・千功成）の地酒のブランド化促進
と消費拡大を図ることを目的に、「二本松酒まつり」を開催します。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、普段呑む機会の少ない高級酒な
どをご用意し、１杯ずつ飲み比べを楽しむ新たなスタイルで実施します。
　二本松の地酒を１度に味わうことができる至極の１日をぜひご堪能下さい。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を万全にして実施します。
　本イベントは飲み放題ではありません。静かにお酒を味わう会です。
■日　　時　　６月２５日（土）　開  場15:30
　　　　　　　　　　　　　開  宴（乾杯）16:00
■会　　場　　二本松御苑（二本松市金色久保２２２- ７）
■チケット　　4,000円  ※日本酒に合うおつまみ折詰付、前売り券のみ
　販売場所　　二本松商工会議所・大七酒造・奥の松酒造・人気酒造・
　　　　　　　檜物屋酒造店・二本松御苑
　※遠方にお住まい等の理由で、上記窓口でチケットを購入できない方
　　は、当所までお問合せください。
■定　　員　　先着160名様　※定員に達した時点でチケット販売終了
■参加条件　　下記のいずれの条件も満たす方のみ参加可能
　　　　　　　①新型コロナウイルスワクチン接種（2回以上）証明書の
　　　　　　　　 提示
　　　　　　　②新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）への
　　　　　　　　 登録
■事業内容　　各蔵自慢の銘酒を９銘柄ご用意！
　　　　　　　１杯ずつ（約５０ml）順番に飲み比べを楽しんで頂き
　　　　　　　ます。
　　　　　　　日本酒に加え、ふくしま農家の夢ワインのワインも登場！
　　　　　　　銘酒が当たる大抽選会も開催します！
■終了後は無料シャトルバスも運行します（会場⇒二本松駅前）
　注意事項　・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日発
　　　　　　　熱など体調に異常がある場合は、参加をご遠慮ください。
　　　　　　・２０歳未満の飲酒は法律で禁じられております。
　　　　　　・チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再
　　　　　　　発行しません。


